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１ 目的 

本補助金は、高梁川流域圏の中小企業者等が、催物の開催その他の地域資源の販路の開拓、

拡大等を目的とした取組を行う場合に必要とする経費の一部について、予算の範囲内で補助

金を交付することにより、地域資源の活用の推進を図り、もって、高梁川流域圏全体の産業の

振興に寄与することを目的としています。 

※高梁川流域圏とは（倉敷市・新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・浅口市・

里庄町・笠岡市の７市３町のこと） 

 

２ 補助金の交付対象者 

（１）高梁川流域圏内の中小企業者 

中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者（下表参

照）であって次のいずれかに該当するもの。 

①高梁川流域圏内に住所及び事業所を有する個人事業主 

②高梁川流域圏内に主たる事業所を有する会社 

主たる事業の業種 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額又は出

資の総額 

常時使用する従業

員の数 

製造業、建設業、運輸業その他の業種

（下段 3業種を除く。） 
３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

(※)常時使用する従業員の数の定義については、中小企業庁のホームページを参照

してください。 

   http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3 

 

（２）高梁川流域圏内に主たる事務所を有する中小企業者の団体 

次のいずれかに該当するもの 

① 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）により設立された商工会議所 

② 商工会法（昭和３５年法律第８９号）により設立された商工会 

③ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定す

る事業協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合 

④ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）により設立された商店街振興組合 

⑤ 地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体（構成員の２分の

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
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１以上が中小企業者であるものに限る。）であって、市長が適当と認める団体 

 

（注）同一の事業に対して、倉敷市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける者、市

税又は町税を滞納している者、暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき

関係を有する者、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する

事業を行っている者、その他市長が不適当と認める者は補助金の交付対象者外とな

ります。 

 

３ 補助の内容 

補助対象事業 

※申請者ごとにす

べての条件を有す

る要があります。 

高梁川流域圏内の地域資源の販路の開拓、拡大等を目的として実

施する、催物の開催又は第３者が開催する催物への参加 

 

【中小企業者が申請する場合の要件】 

・申請者が他の４者以上の高梁川流域圏内に事業所を有する中小企

業者と共同で実施する事業であること。 

・申請者を含む共同実施者の２分の１以上が高梁川流域圏内に事業

所を有する者であること。 

・申請者を含む共同実施者に倉敷市内に事業所を有する中小企業

者及び倉敷市を除く高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者

が含まれること。 

【中小企業者の団体が申請する場合の要件】 

・高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者５者以上が参加する

事業であること。 

・参加者の２分の１以上が高梁川流域圏内に事業所を有する者であ

ること。 

・参加者に倉敷市内に事業所を有する中小企業者及び倉敷市を除く

高梁川流域圏内に事業所を有する中小企業者が含まれること。 

 

補 助 率 補助対象と認められる経費の３分の２以内 

限 度 額 県内５０万円、県外１００万円 

補助金の制限 
１会計年度につき１中小企業者又は１中小企業者の団体につき１回限

り 

対 象 経 費 使用料、外注費、賃借料、保険料、広報費、消耗品費 

＜備考＞ 

 「地域資源」とは高梁川流域圏で生産又は加工される農林水産物又は鉱工業品    

※高梁川流域圏内の自治体、商工観光関係団体、農林水産団体等が地域資源として認識

するものです。 
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審査後、交付決定通知発送 

 

事業実施～完了 

事業実績報告書の提出 

 

補助金交付確定通知発送 

 

補助金請求書送付 

 

補助金の交付 

（倉敷市の地域資源の場合、くらしき地域資源ミュージアムに登録している特産品及び

その加工品等や事業者の商品であることが指標の一つです。） 

  

４ 事業募集期間 

～令和８年２月２７日（金） 

※期間内で補助金交付申請書を受け付け、随時、書類審査で採択・不採択を決定 

※予算枠が埋まり次第、早期終了します。 

 

５ 申請から補助金交付までの流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 申請手続 

申請をお考えの方は、電話予約（０８６－４２６－３４０６）の上、事業の概要等がわかるもの

を添えて商工課くらしき地域資源推進室 まで事前にご相談ください。 

（１）提出書類 ※様式は市 HPからダウンロードしてください。 

●補助金交付申請書（様式第 1-１号） 

●事業計画書又は事業の概要がわかるもの 

●共同実施予定事業者（参加予定事業者）名簿（様式第 1-２号） 

●収支予算書（様式第２号） 

●市税又は町税納税証明書（最新年度のもので写し可） 

事前相談・添付書類の収集 

交付申請書の提出 

中
小
企
業
者
等 

倉 

敷 

市 
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  ※申請者が実行委員会等の任意団体で市税等の課税がない場合は不要 

●対象経費の見積書（原則として２社以上から見積もりをとること） 

●住民票の写し（交付対象者が個人事業主の場合に限る） 

●定款又は約款及び構成員名簿（地場産業の振興を図ることを目的に設立された法人

又は任意団体に限る） 

●その他倉敷市が必要とする書類 

 

（２）提出先及び提出方法 

提出先：倉敷市商工課くらしき地域資源推進室（本庁２階６番窓口） 

     〒７１０‐８５６５ 倉敷市西中新田６４０番地 

提出方法：郵送又は持参 

 

７ 実績報告手続 

補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日、又は令和８年３月２３日（月）

のいずれか早い日までに、実績報告を行ってください。 

（１）提出書類 ※様式は市 HPからダウンロードしてください。 

●実績報告書（様式第 3-１号、第 3-２号） 

●共同実施事業者（参加事業者）名簿（様式第 3-３号） 

●出展の様子がわかる写真（数枚程度） 

●収支決算書（様式第４号） 

●経費の支払及び内訳を証するもの（請求書及び領収書・振込明細・振込依頼書・預金

通帳の写し等） 

●その他倉敷市が必要とする書類 

 

（２）提出先及び提出方法 

上記６（２）に同じ 

 

 

 

８ 補助金請求手続 

実績報告書提出後、倉敷市は審査を行い、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者

に通知します。金額確定通知書が届いたら、速やかに補助金請求を行ってください。 

（１）提出書類 ※様式は市 HPからダウンロードしてください。 

●請求書（様式第５号） 

 

（２）提出先及び提出方法 

上記６（２）に同じ 
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９ その他の手続 

 上記６～８に加え、次の手続が必要です。 

（１）補助事業の内容の変更 

補助金交付決定後、交付申請書に記載した補助事業の内容を変更しようとするときは、

あらかじめ倉敷市に連絡し、指示を受けてください。 

事業内容が大幅に変更されたと市が判断する場合は、「変更承認申請書」（様式第６号）

を市に提出し、その承認を受ける必要があります。 

 

（２）補助事業の中止又は廃止 

補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「中止（廃止）承認申請書」

（様式第７号）を市に提出し、その承認を受ける必要があります。 

 

１０ 経理上の留意事項 

（１）補助対象経費の内容 

費目ごとの補助対象経費の内容については次の表のとおりです。収支予算書・決算書に

対象経費を振り分ける際、参考にしてください。 

 

経費区分 内  容 

①使用料 ●会場使用料、小間料、出展料 等 

②賃借料 
●展示ブースで使用する音響・映像機器、ショーケース等のレンタル料 
等 

③広報費 
●パンフレット、ポスターの作成・印刷製本費 
●ＴV・WEB・新聞等メディアでの広告掲載料 等 

④保険料 ●イベント保険料 

⑤外注費 ●会場の設営又は撤去等、業務の一部を外部に委託する経費 

⑥消耗品費 ●感染症対策等にかかる衛生用品の購入費 

（２）支払い方法 

●補助対象経費の支払いは、原則銀行振り込みにより行ってください（ただし、店頭で

購入する等現金払いでしか対応できない場合を除く）。 

●銀行振込以外の方法で支払われている場合、領収書があっても補助の対象にならな

い場合がありますので御注意ください。 

●実績報告時に引き落としが完了していないものは対象となりません。 

 

（３）その他の注意事項 

●振込手数料及び送料は補助対象経費に含まれません。 
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●補助対象経費には消費税、地方消費税、印紙税を含みません。 

●人件費は補助対象となりません。 

●補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り捨てます。 

 

１１ 補助事業終了後の留意事項 

（１）経理関係書類の保存 

●補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整

理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存しなければなりません。 
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１２ Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ 地域資源の定義は何ですか。 

Ａ 具体的な定めはありませんが、その地域で生産・加工される農林水産品、鉱工業品又は

鉱工業品の生産技術であって、倉敷市若しくは高梁川流域圏内の自治体、商工観光関係

団体、農林水産団体等が地域資源として認識するものです。 

  申請書類（様式１－２）に、販売、展示する商品が地域資源とわかるように記入する必要が

あります。詳しくはお問い合わせください。 

 

Ｑ 高梁川流域でとれた農産物を食材に使用した料理等は、地域資源として認められますか。 

Ａ 単に、高梁川流域でとれた農産物を食材に使用した料理等だけでは、地域資源として認

めません。地域の特産品として認識される農産物を主として食材に使用される料理や、

加工された食品そのものが地域の特産品として認識されるもの等を対象とします。 

  ※単に、一般的な米や卵等を使用した料理を提供するのみでは、地域資源として認められ

ません。 

 

Ｑ 事業に、地域資源に該当しない商品を販売・展示する事業者が参加していても構いませ

んか。 

Ａ 構いません。ただし、事業が地域資源の販路開拓・拡大を目的とするものであることが条

件です。必ず、交付申請書（様式１－１）に事業目的を含めて事業概要を記入してください。

また、そのことがわかる資料の提出等をお願いします。 

  ※地域資源に該当しない商品を販売・展示する事業者が多数の場合は、目的に合致しな

いと認める場合があります。 

 

Ｑ 資料が特にない場合、交付申請書（様式 1-1）の事業概要に記入するのみでも良いです

か。 

Ａ 事業概要の記述のみでは、目的に合致しているか判断できません。資料がない場合は、

前年度のチラシや事業の詳細を記入したものなど、事業概要がわかる資料を作成し、提出

してください。 

※事業概要、その他資料、聴取等で総合的に判断し、目的に合致しないと認める事業は、

対象外です。（目的記述に「地域資源の販路開拓・拡大」等を記入しているのみでは、対象

となりません。） 
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Ｑ 同じ事業に対して、国や民間団体から補助金を受ける予定ですが、補助金の交付を受け

られますか。 

Ａ 同一の事業に対して、倉敷市又は他の団体から別に補助金の交付を受ける者に対しては、

補助金を交付しません。 

  ※補助金以外の収入がある場合は、補助金を減額する場合があります。 

 

Ｑ 交付申請書の申請者欄の住所は？ 

Ａ 個人事業主の方は住民票上の住所を、法人（会社）の場合は、法人登記上の住所を記載

してください。 

 

Ｑ 交付申請書にある業種分類欄について、どの業種に分類されるのか判断する方法を教え

てください。 

Ａ 中小企業庁のホームページを参照してください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4 

 

 

Ｑ 交付申請書にある「常時使用する従業員」の定義を教えてください。 

Ａ 中小企業庁のホームページを参照してください。 

  http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3 

 

Ｑ 交付申請書に添付する住民票、納税証明書は発行日時が古いものでも構いませんか。 

Ａ 構いません。ただし、最新年度のもの以外は認められません。 

 

Ｑ 交付申請書を提出したら補助事業を開始できますか。 

Ａ 補助事業の着手時期は、原則として、交付決定のあった日以後になります。 

 

Ｑ 補助事業の完了とはいつの時点を指すのですか。 

Ａ 事業に係る支払いが全て終了した時点を指します。 

 

Ｑ 補助決定を受けたのですが、事情により申請の取り下げを希望します。 

Ａ 交付の決定の通知を受けた日から起算して２０日以内に、当該交付申請を取り下げるこ

とができます。 

 

Ｑ ポイントによる支払い、小切手や手形による支払い、他の取引との相殺による支払いは経

費の支払いとして認められますか。 

Ａ 認められません 

。 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
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Ｑ 対象経費は現金で支払ってもよいですか。 

Ａ 店頭での消耗品の購入の場合を除き、対象経費は、原則「銀行振込」で支払ってください。 

なお、実績報告時に振込明細、振込依頼書、預金通帳の表紙及び該当箇所の写し等振

込が完了したことが分かる資料の提出を求める場合がありますので御留意ください。 

 

Ｑ 他の取引との混合支払いは経費の支払いとして認められますか。 

Ａ 混合支払い全体の金額が、対象経費の支払い分とその他の取引の金額の合計と合致す

ることが確認できる場合に限り、認められます。 

 

Ｑ クレジットカードでの支払いは経費の支払いとして認められますか。 

Ａ 認められます。ただし、一括払い、分割払いともに、当該年度の実績報告書提出期限内に

支払い（引き落とし）が全て完了したものについてのみ対象経費として認められます。なお、

リボルビング払いは認められません。 

 

Ｑ クレジットカードの支払いをした場合、実績報告書に添付する経費の支払い及び内訳を

証するものとして、何が必要ですか。 

Ａ ①店舗等が発行する売上票（お客様控え）、②カード会社からの明細、③口座からの引き

落としが分かるもの（預金通帳の表紙及び該当箇所の写し等）を提出してください。 

 

Ｑ 実績報告書に添付する経費の支払い及び内訳を証するものは、領収書等（領収書・振込

明細・振込依頼書・預金通帳の表紙及び該当箇所の写し等）のみでよいのですか。 

Ａ 原則として、請求書と領収書等をセットで添付してください。 

なお、請求書がない場合は、領収書等で内訳（内容）が分かることが必要です。また、領収

書がない場合は、内訳（内容）が分かる請求書に加え、振込明細等支払いを証するものが

必要になります。 
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倉敷市文化産業局商工労働部商工課 

くらしき地域資源推進室 

〒７１０－８５６５ 

倉敷市西中新田６４０番地 

TEL ０８６－４２６－３４０６ 

FAX ０８６－４２１－０１２１ 

Mail：cmind-01@city.kurashiki.okayama.jp 

補助金ＨＰはこちら↓ 


